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和歌山県森林環境保全整備事業補助金交付要綱

平成12年 4 月 7 日 森第 33 号

（最終改正）

令和 3 年 7 月15日 森第07150001号

（趣旨）

第 1 条 知事は、森林の持つ国土保全、水源かん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球

温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能に対する社会的要請にこたえ、調和のとれ

た森林の造成を計画的かつ効果的に推進し、森林の総合的機能の発揮と山村社会の発展

に資するため、和歌山県森林環境保全整備事業（以下「本事業」という。）を行う者に

対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和歌山県補

助金等交付規則（昭和62年和歌山県規則第28号。以下「規則」という。）、和歌山県暴

力団排除条例（平成23年和歌山県条例第23号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和30年政令第255号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農

林省令第18号）、林業関係事業補助金等交付要綱（昭和47年8月11日付け47林野政第640

号）、農山漁村地域整備交付金交付要綱（平成22年 4 月 1 日付け21農振第2567号）及び

この要綱に定めるところによる。

（補助事業）

第 2 条 補助金の交付の対象となる事業は、森林環境保全整備事業実施要綱（平成14年3

月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知、以下「国保全要綱」とい

う。）、森林環境保全整備事業実施要領（平成14年 3 月29日付け13林整整第885号林野

庁長官通知、以下「国保全要領」という。）に基づき実施する森林環境保全直接支援事

業及び特定森林再生事業、農山漁村地域整備交付金実施要綱（平成22年 4 月 1 日付け21

農振第2453号農林水産事務次官依命通知）、農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22

年 4 月 1 日付け21生畜第2045号農林水産省生産局長、21農振第2454号農林水産省農村振

興局長、21林整計第336号林野庁長官及び21水港第2724号水産庁長官通知、以下「農山

漁村実施要領」という。）に基づき実施する森林整備事業、激甚災害に係る森林災害復

旧事業事務取扱要綱（昭和56年 4 月17日付け56林野造第52号農林水産事務次官依命通

知）、激甚災害に係る森林災害復旧事業実施要領（昭和56年 4 月17日付け56林野造第53

号林野庁長官通知）及び激甚災害に係る森林災害復旧造林事業費補助金交付要綱（昭和

56年 7 月21日付け56林野造第58号農林水産事務次官依命通知）に基づき実施する森林災

害復旧事業、森林整備活性化資金を活用して行う森林整備活性化資金支援事業及び気象

災等による被害跡地で行う県単独森林災害復旧事業とする。

（補助対象経費及び補助率等）

第 3 条 補助対象事業における補助対象経費、補助率及び事業主体は、別表に掲げるとお

りとする。
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（補助金の交付申請書）

第 4 条 交付申請は、原則として補助事業完了後に行うものとし、国保全要綱に基づき実

施する森林環境保全直接支援事業及び特定森林再生事業の申請書の提出期限については

2 月末日まで、その他の事業については3月25日までとする。ただし、下刈りに係る事

業の申請は、10月末日までとする。

2 規則第 4 条に規定する補助金等交付申請書（別記第１号様式）に添付すべき書類は、

次のとおりとする。

( 1 ) 整備内訳表（別記第２号様式）

( 2 ) 苗木明細表（別記第３号様式）

( 3 ) 位置図（ 5 万分の 1 及び 5 千分の 1 の地形図）

( 4 ) 施業図

( 5 ) 搬出材積集計表（別記第４号様式）

( 6 ) 社会保険等の加入実態状況調査表（別記第５号様式）

( 7 ) 役員等に関する名簿（別記第６号様式）

( 8 ) 平均胸高直径調査表（平均胸高直径18cm未満の保育間伐に限る。）（別記第７号

様式）

( 9 ) 森林所有者等との協定書の写し（事業主体が森林所有者等との協定に基づいて行

う事業に限る）

(10) 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向け

チェックシート（「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林

業）事業者向け（令和３年２月26日付け２林政経第458号林野庁長官通知）」を踏

まえて作成するものとする。請負により事業を実施する場合、チェックシートは請

負者が記入するものとする。なお、過去１年間に他の事業においてチェックシート

を提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。ま

た、過去１年間に本事業においてチェックシートを提出している場合は、チェック

シートの提出を省略できるものとする。）

(11) その他知事が必要と認める書類

3 前項にかかわらず、施工地の位置、区域、面積、施業状況がわかるオルソ画像（中心

投影や撮影方向、地形によって生じる画像の位置ズレを、三次元情報を基に位置補正し

た画像のことで、正射投影画像ともいう。正射投影画像をつなぎ合わせたオルソモザイ

ク画像を含むものとする。）等を提出する場合は、( 3 )および( 4 )の書類について省略

することができるものとする。

4 補助金の交付申請は、別表（第3条関係）に規定する事業区分ごとに行うものとする。

（補助金交付申請手続等の委任等）

第 5 条 事業主体は、規則第 4 条の規定による補助金交付の申請及び補助金の受領に関す

る事務を造林地所在の市町村長又は森林組合等（以下「森林組合等」という。）に委任

して行うことができる。ただし、委任を受けた森林組合等は、前条第 1 項の規定による

書類のほか、事業主体からの委任状を提出しなければならない。

2 前項の委任を受けた森林組合等は、補助金を代理受領したときは、速やかに当該事業

主体にこれを支払い、かつ、その支払を明らかにした書類を保管するとともに、県から
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の補助金交付後おおむね30日以内に事業主体に対する支払状況を森林環境保全整備事業

補助金配布完了報告書（別記第８号様式）に森林環境保全整備事業補助金配布明細書

（別記第９号様式）その他知事が必要と認める書類を添えて知事に報告するものとする。

3 第 1 項の委任を受けた森林組合等は、補助金交付の決定に付された条件を当該委任し

た事業主体に通知し、通知を受けた事業主体は、当該通知に係る条件を厳守しなければ

ならない。

（交付条件）

第 6 条 第 2 条に規定する事業に係る補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりと

する。

( 1 ) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して 5 年以内（特定森林再生事業のうち森

林緊急造成及び被害森林整備にあっては20年以内、重要インフラ施設周辺森林整備

にあっては10年以内）に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用（補助事業

の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該

事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）する行為又は補助事業

施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為（森林作業道整備、森林災害等復旧林

道整備、森林資源循環利用林道整備、山村強靱化林道整備又は林業専用道整備の事

業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。）その他補助目的を

達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ知事にその旨を

届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当

額を返還すること。

( 2 ) 森林経営計画に基づいて行う事業であって、当該森林経営計画の認定の取消しを

受けた場合は、交付を受けた補助金相当額（当該事業の査定係数が90となる場合に

あってはその差額）を返還すること。

( 3 ) 森林経営管理法第35条第1項に規定する経営管理実施権配分計画（以下「実施権

配分計画」という。）に基づいて行う事業であって、同法第40条第1項及び第2項の

規定により当該実施権配分計画が取消しとなった場合は、当該取消となった実施権

配分計画に基づき、当該取消を受けた日から起算して過去5年間以内に実施された

当該事業に係る補助金相当額（当該事業の査定係数が90となる場合にあってはその

差額）を返還すること。

( 4 ) 補植、保育等成林に必要な保育管理その他知事が必要と認める事項を遵守するこ

と。

( 5 ) 更新伐を行った場合、当該林地につき、原則として、その翌年度から起算して２

年を経過して更新が確実に図られていないと知事が判断したときは、植栽により速

やかに更新を図ることとし、これに従わない場合、交付を受けた更新伐に係る補助

金相当額を返還すること。ただし、植栽以外の方法により確実に更新が図られると

知事が認めた場合はこの限りでない。

( 6 ) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該

一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないときは、当該交

付を受けた補助金相当額を返還すること。

( 7 ) 長期育成循環施業通知に規定する更新伐の個別林分型において立木の材積が長期
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育成循環施業協定又は森林環境保全整備事業計画に定める維持すべき立木の材積を

下回ることとなる伐採を行ったとき、又は長期育成循環施業通知に規定する更新伐

のモザイク林誘導型において施業実施年度から起算して５年以内に伐区の隣接区域

において長期育成循環施業の一環として更新伐を実施したときは、交付を受けた更

新伐に係る補助金相当額を返還すること。

（竣工検査）

第 7 条 第 4 条第 1 項に規定する交付申請書を受理した振興局長は、速やかに和歌山県森

林環境保全整備事業検査要領（平成28年5月26日付け森第05260015号）により、竣工検

査を行うものとする。

2 第１項の竣工検査において、事業主体は知事が必要と認める書類を提出しなければな

らない。

（書類の提出）

第 8 条 規則又はこの要綱に基づき提出する書類は、事業施行地を管轄する振興局長に提

出しなければならない。

（補助金の交付決定等）

第 9 条 第４条第 1 項に規定する交付申請書を受理した振興局長は、第７条に規定する竣

工検査の結果に基づき、交付決定及び補助金の額の確定を同時に行うものとし、併せて

事業施行地を管轄する市町村にその旨を通知するものとする。

附 則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年5月29日から施行し、改正後の規定は、令和元年度の当初予

算から適用する。

附 則

この要綱は、令和2年7月31日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年7月15日から施行する。
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別表（第３条関係）

区分 事業内容 補助対象経費 補 助 率 事 業 主 体

森林環 森林環 国保全要領、農山 国保全要領、農山漁村実施要 当該事業に要 国保全要領、農山漁村実

境保全 境保全 漁村実施要領によ 領で定められる施業に要する する経費の 4 施要領による

整備事 直接支 る 経費 ／10以内。た

業 援事業 だし、森林所

有者等による

整備が進み難

い森林等にお

ける分収方式

による森林施

業及びこれら

に必要な路網

の整備につい

ては 5 ／10以

内

森林環 特定森 当該事業に要

境保全 林再生 する経費の 4

整備 事 業 ／10以内。た

事業・ （森林 だし、市町村

農山漁 緊急造 及び森林整備

村地域 成・被 法人等が行う

整備交 害森林 森林緊急造成

付 金 整備・ 及び重要イン

（農業 重要イ フラ施設周辺

用水保 ンフラ 森林整備につ

全の森 施設周 いては 5 ／10

づくり 辺森林 以内

事業・ 整備）

漁場保

全の森 特定森 当該事業に要

づくり 林再生 する経費の 7

事業） 事 業 ／10以内

（保全

松林緊

急保護

整備）

農山漁 共生環 当該事業に要

村地域 境整備 する経費の 7

整備交 事 業 ／10以内。た

付 金 （森林 だし、用地等

（森林 空間総 取得について

基盤整 合整備 は 4 ／10以内

備事業 事業・

・農業 絆の森

用水保 整備事

全の森 業）

づくり
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事業・

漁場保

全の森 機能回 特定林

づくり 復整備 地改良

事業） 事 業

（特定

森林造

成 事 耕作放 当該事業に要

業） 棄地等 する経費の 4

森林造 / 10以内

成・花

粉発生

源対策

促進事

業

森林災 1 被害木等の伐採及び搬 跡地造林と一体的に行うこと 当該事業に要 市町村、森林組合、生産

害復旧 出 が必要な激甚災害を受けた樹 する経費の3/4 森林組合、森林組合連合

事業 木（当該激甚災害を受けた樹 以内 会、森林整備法人、法人

木以外の樹木であって、当該 でない団体であって、森

激甚災害を受けた樹木の伐採 林所有者（森林組合、生

跡地における造林の障害とな 産森林組合及び森林組合

るものを含む。以下「被害木 連合会を除く。）がその

等」という。）の伐採及び搬 主たる構成員となってお

出（搬出に必要な破断及び集 り、かつ、団体の目的、

積を含む。）に要する経費 代表者、代表権の範囲、

団体の意志決定の機関及

2 被害木等の伐採跡地に 被害木等の伐採跡地における びその決定の方法、構成

おける造林 森林の復旧を目的として、苗 員たる資格、構成員の加

木の植栽又は種子の播付け及 入及び脱退に関する事項

びこれらに伴う作業（以下 並びに会費の徴収が必要

「跡地造林」という。）に要 である場合には、その徴

する経費 収方法の規約を有してい

るもの、民法（明治29年

3 倒伏した造林木の引起 激甚災害により倒伏した造林 法律第89号）第34条の規

こし 木の引起こし（以下「倒木起 定により設立された公益

こし」という。）に要する経 法人（造林事業を行うこ

費 とを主たる目的としてい

る法人であって、地方公

4 作業路の開設 被害木等の整理、跡地造林及 共団体が、社団法人にあ

び倒木起こしの作業を行うた っては総社員の表決権の

めに必要な作業路の開設に要 過半数を保有し、財団法

する経費 人にあっては基本財産の

額の過半を拠出している

ものに限る。）、造林の

事業を行う一部事務組合

及び財産区

県単独 1 被害木等の整理 気象災等による被害跡地で行 当該事業に要 森林組合

森林災 う被害木の伐採及び搬出（搬 する経費の

害復旧 出に必要な破断及び集積を含 4/10以内

事業 む。）に要する経費。ただ
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し、県下で激甚な森林被害が

発生した時に限る。

森林整備活性化資金支援事業 21世紀型先進林業地総合整備 当該事業に要 森林整備活性化資金を活

資金制度実施要綱（平成 6 する経費の0.3 用して森林環境保全直接

年 8 月15日付け 6 林野企第1 /10以内 支援事業、環境林整備事

25号農林水産事務次官通知） 業、美しい森林づくり基

第 2 の 5 に規定する森林整 盤整備交付金の対象事

備活性化資金の貸付を受けて 業、農業用水保全の森づ

行う森林環境保全整備事業実 くり事業及び漁場保全の

施要綱（平成14年 3 月29日付 森づくり事業を実施する

け13林整整第882号農林水産 もの

事務次官依命通知）に基づく

森林環境保全直接支援事業及

び環境林整備事業、美しい森

林づくり基盤整備交付金実施

要綱（平成20年 8 月 4 日付け

20林整整第430号農林水産事

務次官依命通知）に基づく美

しい森林づくり基盤整備交付

金の対象事業、農山漁村地域

整備交付金交付要綱（平成22

年4月1日付け21農振第2567号

農林水産事務次官依命通知）

に基づく農業用水保全の森づ

くり事業及び漁場保全の森づ

くり事業の実施に要する経費
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別記第１号様式（第4条関係）

年度森林環境保全整備事業補助金交付申請書

年 月 日

和歌山県知事 様

申請者 住所

氏名

年度において、森林環境保全整備事業を実施しましたので、補助金を交付されるよう和

歌山県補助金等交付規則第 4 条及び和歌山県森林環境保全整備事業補助金交付要綱第4条

の規定により、関係書類を添えて申請します。

なお、この申請に当たり同規則第 5 条の 2 に規定する補助金等の交付の除外要件に該当

することが判明した場合又は同規則第10条第 2 項の規定に違反した場合には、同規則第17

条の規定に基づき補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消されても、何ら異議の申

立てを行いません。

関係書類

1 整備内訳表

2 苗木明細表

3 位置図

4 施業図

5 搬出材積集計表

6 社会保険料等の加入実態状況調査表

7 ○○役員名簿（法人の場合）

8 その他
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別記第2号様式（第4条関係）

整 備 内 訳 表

記載上の注意

1 施行市町村、事業主体及び事業名別に別様とすること。

2 森林組合等が事業主体の委任を受けて申請する場合は代理申請欄に委任を受けた森林組合等の名称を記載すること。

3 事業名 1 欄には、森林環境保全整備事業、農山漁村地域整備交付金、森林災害復旧事業等の別をそれぞれ記載すること。

なお、よみがえりの森整備事業については、「（よみがえりの森）」と併せて記載すること。

4 事業名 2 欄には、森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業、共生環境整備事業、機能回復整備事業、農業用水保全の森づくり事業、漁

場保全の森づくり事業の別をそれぞれ記載すること。

5 事業区分欄は、特定森林再生事業、農業用水保全の森づくり事業、漁場保全の森づくり事業にあっては、森林緊急造成、被害森林整備、重要

インフラ施設周辺森林整備、保全松林緊急保護整備の別を記載するとともに、保全松林緊急保護整備については、（ ）書きで保全松林健全化

市町村名 事業主体名 代理申請

事業名 1 事業名 2 事業区分

番 森 林 所 有 者 事 業 事 業 成 績

施 行 箇 所 森林経営計画等 集約化実施計画 事 前 計 画 備 考

住 所 氏 名 （市町村名以下 事業内容 査定区分 樹種 面積 成績 A 成績 B 提 出 日

号 を記入） 幅員 延長

育
単
・
育
複
別

雇
用
の
有
無
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整備又は松林保護樹林帯造成の別も併せて記載すること。

また、共生環境整備事業にあっては、森林空間総合整備、絆の森整備の別を、機能回復整備事業にあっては、特定林地改良、耕作放棄地等森

林造成、造林未済地緊急造林の別を記載すること。

6 施行箇所欄には、該当するすべての大字、字及び地番を記載すること。また、森林災害復旧事業にあっては、地区名及び施行団地名を併せて

記載すること。

7 事業内容欄には、人工造林、樹下植栽、下刈り、雪起こし、倒木起こし、枝打ち、除伐、保育間伐、間伐、更新伐、森林保全再生整備、衛生

伐、鳥獣害防止施設等整備、森林作業道、森林環境教育促進整備、森林健康促進広場、里山林機能強化整備、市民参加型森林整備、野生生物共

生林整備、特定林地改良等の別をそれぞれ記載すること。また、森林災害復旧事業にあっては、事業区分（被害木等の整理、跡地造林、倒木起

こし又は作業路開設の別）を記載すること。

8 査定区分欄は、森林環境保全直接支援事業にあっては該当する計画区分（森林経営計画、実施権配分計画、特定間伐等促進計画等の別）を記

載し、特定森林再生事業にあっては保安林等の区分を記載すること。

また、森林災害復旧事業及び県単独森林災害復旧事業にあっては、事業区分別の類型別単価における類型区分を記載すること。

9 面積は、ヘクタ－ルを単位として単位以下 2 位までとし、 3 位以下は切り捨てること。

10 事業の内容が森林作業道である場合には、事業成績欄に幅員及び延長を記載するほか、成績 A 欄に作業道名（又は作業路名）を記載すること。

11 事業の内容が保育等（植栽、森林作業路又は付帯施設に係るものを除く。）である場合には、事業成績欄に樹種及び面積を記載するほか、備

考欄に林齢を記載し、うち除間伐等の伐採に係るものにあっては、成績 A 欄に除伐、保育間伐、間伐、更新伐の別及び伐採率を、成績 B 欄にヘ

クタール当たりの搬出素材材積を記載し、枝打ちにあっては、成績 A 欄にヘクタ－ル当たりの枝打本数を、成績 B 欄に枝打高を記載すること。

また、森林災害復旧事業及び県単独森林災害復旧事業等の被害地関係にあっては、面積欄に被害区域面積及び被害率を、成績 A 欄に施行実面

積（被害区域面積×被害率）を記載し、倒木起こしにあっては、成績 B 欄にヘクタール当たりの倒木起こし本数を記載すること。

12 事業の内容が植栽に係るものである場合には、成績 A 欄にヘクタール当たりの樹種別植栽本数を、成績 B 欄に自家養成又は林業種苗法（昭和

45年法律第89号）第18条に規定する生産事業者表示票に基づく購入先等を記載すること。

13 事業の内容が鳥獣害防止施設等整備又は森林保全再生整備である場合には、樹種欄に当該施設により保全する箇所の樹種を、面積欄に施設等

整備事業量を記載するほか、成績 A 欄に施設の内容を、成績 B 欄に施設の構造・規格を、備考欄に当該施設により保全する箇所の樹種の林齢及

び区域面積を記載すること。

14 森林経営計画等欄は、森林経営計画の認定番号、又は経営管理実施権配分計画の整理番号を記載すること。

15 集約化実施計画欄は、集約化実施計画の団地名を記載すること。

16 森林作業に従事した者に当該施行箇所の森林所有者又は森林を所有する会社等の従業員がいる場合は、備考欄にその旨を記載すること。

17 備考欄には、施行箇所ごとの該当する単価番号（森林整備事業等標準単価一覧表に記載）を記載すること。

18 和歌山県森林環境保全整備事業補助金実施要領（平成28年5月26日付け森第05260014号）第４（２）ア）に定める完了後の写真（完了状況の

成績がわかるもの）、及び、カ）の写真を添付すること。
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別記第３号様式（第４条関係）

苗 木 明 細 表

（1）樹種別成績

（ 2）苗木需給成績

樹 種
ス ギ ヒ ノ キ 計

数 量

面 積 (ha)

本 数 (本)

自 己 購 入 組 合 斡 旋 計

樹 種 苗 齢 所要本数 自家養成 移 入 移 入 移 入
地元購入 地元購入 地元購入

郡 外 県 外 郡 外 県 外 郡 外 県 外

年 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

（注）造林が無い場合は省略するものとする。
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別記第４号様式（第４条関係）

搬 出 材 積 集 計 表

集約化団地名：

記載上の注意

1 番号欄は、整備内訳表の番号と一致させること。

2 証明書等欄については、搬出材積を証明する資料名を記載すること。

3 搬出方法欄は、車輌系、架線系の別を記載すること。

4 搬出を行っていない箇所についても、搬出量をゼロとして記載すること。

面積 搬出材積
番号 施 行 箇 所 証明書等 搬出方法 備 考

（ha） （m3）

（ A ） （ B ）
計

1 ha当り搬出材積 ： （ B ） ÷ （ A ） ＝ m3／ha
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別記第５号様式（第４条関係）

社 会 保 険 等 の 加 入 実 態 状 況 調 査 表

実施期間：平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 整理番号

記載上の注意

1 加入欄は、該当する保険に加入している場合に「○」を記載すること。

2 退職金共済は、林退共、中退共、建退共等について該当する場合に記載すること。

3 作業者の雇用状況（常用、臨時、再雇用等）を備考欄に記載すること。

4 番号欄は、従事した箇所の番号（整備内訳表の番号）を記載すること。

労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 退職金共済 退職金共済

作業者名 (林業退職金共済制度以外) (林業退職金共済制度) 計 直営・請負 備 考 番 号

加入 6点 加入 1点 加入 5点 加入 9点 加入 2点 加入 3点 別

合 計

平 均
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別記第６号様式（第４条関係）

役 員 等 に 関 す る 名 簿

添付書類

登記簿謄本又は定款等の写しのいずれかを添付

（注）

1 法人の登記事業明細書に登載されている役員全員について記載すること。

2 「元号」は、次のように記載すること。

明治： M 大正： T 昭和： S 平成： H 令和： R

3 記載しきれない場合は、複数枚作成すること。

名 称 住 所

申 請 者

氏名（フリガナ） 生年月日

役 職 名 性別 備 考

性 名 元号 年 月 日

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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別記第７号様式（第４条関係）

平 均 胸 高 直 径 調 査 表

樹種・林齢： ・ 年生

平均胸高直径：（A) cm ÷ （B) 本 ＝ cm

（単位：本）

標準値
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 本数計 直径合計

胸高直径

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

２８

３０

３２

３４

３６

３８

４０

（B) （A)
合計
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別記第８号様式（第５条関係）

年度森林環境保全整備事業補助金配付完了報告書

年 月 日

和歌山県知事 様

申請者 住所

氏名

先に一括代理受領した 年度森林環境保全整備事業補助金の支払を完了しました

ので、和歌山県森林環境保全整備事業補助金交付要綱第５条の規定により、森林環境保全

整備事業補助金配付明細書を添えて報告します。
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別記第９号様式（第５条関係）

年度森林環境保全整備事業補助金配布明細書

記載上の注意

1 施行市町村、事業主体及び事業名別に別様式とすること。

2 事業主体名の欄には、委任した事業主体名を記載すること。

3 事業名、森林所有者、施行箇所、事業及び事業成績の各欄については、森林環境保全整備事業補助金交付要綱第４条第 1 号に規定する整備

内訳表（別記第２号様式）の記載上の注意に基づき記載すること。

4 代理申請者が受領した補助金から相殺できるのは、補助金事務取扱手数料、事業に使用した苗木等の事業資材の立替代金又は売払代金及び

当該施行地の森林保険料等とする（森林環境保全整備事業実施要領の運用６(4)）。

森林所有者 施行箇所 事 業 事 業 成 績 県から交 補 助 金 相 殺 内 訳

申請 （市町村名以 付された 森林保険料 事 業 成 績 事務取扱 補助金

番号 市町村名 事業主体名 事業名 住 所 氏 名 下を記入） 事業 査定 樹種 面積 成績 成績 補助金額 期 間 金 額 樹 種 数 量 単 価 金額 手 数 料 計 支払額 支 払 備考

内容 区分 幅員 延長 A B 円 円 本 円 円 円 円 年月日
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参考様式

施 業 図 （番 号）
1 造林者氏名 ：

2 造 林 地 ： 市（町村）大字 字 番地

3 実 測 面 積 ： ． ヘクタ－ル

（注）

1 樹種区界は実測、その他は目測

2 除地（ 1 箇所0.01ha以上）があるときは図示する。

3 搬出集積ポイントがあるときは図示する。

4 周辺の地形地物等の特徴を略記する。

5 番号は、申請番号と一致させる。

6 面積の単位はヘクタ－ルとし、単位以下 3 位を切り捨てて 2 位止めとする。

7 施業図は 1 件 1 葉とし、縮尺は0.5ha未満は500分の 1 、 3 ha未満は1,000分の 1 、 5 h

a未満は2,000分の 1 、10ha未満は3,000分の 1 、10ha以上は5,000分の 1 とするものとす

る。

8 測量年月日、天候及び測量者氏名を記した測量成果を添付すること。

9 コンパス測量の場合の成果項目は、測点、方位角、高低角、斜距離、起点（B.P.）の

位置とし、起点の位置は、公共座標値又は緯度経度を入力するか、不明な場合は、5,00

0分の 1 の位置図へ起点の位置を明記すること。

コンパス測量以外については、適宜作図に必要な項目を入力すること。

10 間伐、更新伐に係る交付申請の場合は、既設の森林作業道の線形及び延長を記載する

こと。

N

2

縮尺＝ 1 ：○○○

1

スギ ○○○本 3

4

○．○○ha

5

6

BP ヒノキ ○○○本

○．○○ha

7

○年生

スギ造林地

線 至××

○

8 ○

道

林

至○○


